
株式会社オフィス・ジェイ・プラッツ

派遣労働者の数 0人（2023年6月1日現在の派遣労働者の数）

派遣先の数 0社（2023年6月1日現在の派遣先事業所の数）

労働者派遣に関する料金額 32,120円（2021年度1日8時間当たりの金額）：2022年度は派遣実績なし

派遣労働者の賃金額 22,488円（2021年度1日8時間当たりの金額）：2022年度は派遣実績なし

マージン率 30.0%（2021年度マージン率の平均）           ：2022年度は派遣実績なし

教育訓練に関する事項

派遣労働者に対してつぎの教育訓練を実施しています。

・労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育

・コンプライアンス・個人情報保護教育

また、就業年数に応じてキャリアアップに資する教育訓練を実施しています。

教育訓練はいずれも無償で実施、教育にかかる時間は賃金を支払います。

その他の参考事項
派遣就業に際して、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入となります。

また、退職金規程に基づいた退職金制度があります。

労働者派遣法30条の4第1項の

労使協定の締結有無
有

上記労使協定の有効期間 2023年4月1日～2025年3月31日

上記労使協定の対象となる

派遣労働者の範囲
全ての派遣労働者

キャリアコンサルティングの相談窓口 担当：石谷 直人

労働者派遣事業に関する情報公開について


